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タイトル 木村優仁氏が瑞宝双光章受章報告

総務部　総務秘書課 嵩　倫太朗

0957-73-6621 hisyokouhou@city.minamishimabara.lg.jp

本市行政相談委員を務める木村優仁氏（有家町）が多年にわ
たって積極的に相談活動、行政相談委員制度の発展に努めた功
績が認められ、瑞宝双光章を受章されました。

このことを市長に報告するため、下記日程で市役所を訪れま
す。

記

■日 時 ６月５日（木）午前11時30分～
■場 所 市役所西有家庁舎 ２階 応接室
■出席者 木村 優仁 氏、南島原市長

長崎行政監視行政相談センター所長、担当課長
南島原市担当行政相談委員



 
 

令和 7 年 5 月 27 日 

長崎行政監視行政相談センター 

（所長：真鍋 政信） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

令和７年春の叙勲（瑞宝双光章） 

受章報告式実施のお知らせ 

-南島原市の行政相談委員が叙勲受章- 

総務大臣から行政相談委員の委嘱を受けた 

木村
き む ら

 優
まさ

仁
ひと

 委員（長崎県南島原市担当） 

が、令和 7 年 4 月 29 日付けで令和 7 年春の叙勲（瑞宝双光章）を受

章されました。 

 この度、受章委員から南島原市長への受賞報告式を以下のとおり実施

しますので、当日の取材についてご高配いただきますようお願いいたし

ます。 

受章報告式の概要 

日 時：令和 7 年 6 月 5 日（木）11 時 30 分～11 時 50 分 

場 所：南島原市役所西有家庁舎 2 階応接室（予定） 
 
 受章報告式では、受章委員から南島原市長への受章報告、懇談、

記念写真撮影などを実施します。 

 受章委員のご功績については、別紙をご参照ください。 

〈お問合せ〉 
担当：行政監視行政相談課 惠島 
住所：長崎市岩川町16-16 長崎合同庁舎5階 
電話：095-849-1101（代） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の行政に関する相談以外にも、県や市町村の行政に関する相談、さらに、私人間のトラ

ブルなど民事事案も受け付けています（民事事案は無料の法律相談を紹介することなどで対応）。 

国民の行政への苦情や意見・要望などを受

け付け、その解決や実現を促進するとともに、

行政の制度及び運営の改善を図るものです。

幅広い行政分野に対応しています。 

相談は無料です。 

行政相談とは？ 
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【きくみみ長崎の行政相談対応実績（令和6年度）】 

行政相談のマスコット キクーン 

合計 

1,774 件 

（主な内容：土地の登記や相続登記に関すること） 

（主な内容：相続税及び贈与税に関すること） 

（主な内容：高齢者・障害者福祉や生活保護に関すること） 

（主な内容：道路の維持や管理に関すること） 

（主な内容：服務に関すること） 
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行政相談委員は、行政相談委員法（昭和41年法律第99号）に基づき、総務大臣が委嘱

した民間有識者で、全国に約5,000人（各市区町村に1人以上）が配置されています。長

崎県内では、107人を県内各市町に配置しています。 

 行政相談委員は、住民の身近な相談相手として、市役所・町役場、公民館などで定期的

に相談所を開設し、行政に関する苦情・要望、行政の手続に関する相談などを受け付け、

相談者への助言や関係機関への通知などを行っています。 

行政相談委員とは？ 

（参考資料） 


